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本日の内容

何か
(What)

なぜ
(Why)

どのように
(How)

その効果は
(Effect)
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PCT規則4.17に基づく申立ての種類

■ 発明者の特定

■ 出願し及び特許を与えられる国際出願日における
出願人の資格

■ 先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における
出願人の資格

■ 発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合のみ)

■ 不利にならない開示又は新規性喪失の例外
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申立ての利用目的 (1)

■目的:特定の国内段階の要件に対する対応を国際段階において
先取りして行うことができるようにする (規則51の2.2)

国内段階で、書類 (例: 譲渡証書）の謄本等を提出する必要性
を
回避

国内段階移行時に、各発明者の署名を取得する必要性を回避

■申立ては任意の手続き
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申立ての利用目的 (2)

■指定/選択官庁により、資料や証拠の提出が求められることはない

 ただし、当該官庁がその申立ての真実性に合理的な疑義を
呈する場合を除く、また、

 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関しては
証拠が求められる場合がある
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形式要件（1）

■申立ては、実施細則第211号乃至第215号に記載の標準文言で
構成されなければならない

電子出願用のソフトウェアには、標準文言があらかじめ
組み込まれている

■必要に応じて正しい申立てを選択して提出する

■虚偽の申立てを行ってはならない

■署名が必要

願書様式の末尾の備考も参考になります（日本語＆英語）

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/forms/request/ed_request.pdf
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形式要件（2）RO/JP担当チームからの注意点

■国際出願日後に申立てを行う場合には、PCT出願番号の記載
を忘れない

■日本語出願の場合に、申立て様式内に記載する申立て欄に記
載する出願人名、発明者名の氏名、郵便のあて名については
アルファベットでの記載も忘れないように

■申立て（ｖ）新規性喪失の例外に関する申立てに関する質問
が多い。国際段階で、この申立てをするか否か慎重な判断を

特許庁審査基準室：発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける
ための手続きについて（平成30年改正法対応）ウェブページ

国際出願番号末尾00～49の案件：pct.team7@wipo.int

国際出願番号末尾50～99の案件：pct.team8@wipo.int

RO/IBへ出願した案件：ro.ib@wipo.int
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発明者である旨の申立て(規則4.17(iv))

(米国を指定国とする場合のみ)

■ 全ての発明者について、同じ申立てに名前を記載する必要
がある

■ 申立てには全ての発明者によって署名と日付が記載されな
ければならない

■ 各発明者の署名は同一の完全な申立ての写しである異なる
用紙にされてもよい

■ 署名は原本である必要はない (FAXコピー)

■ DO/USは、国際出願が、押印を署名として受け付けている
受理官庁に提出された場合、押印を署名として受け付ける
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ePCT経由での提出（作成）方法

ePCTの概要とその始め方、使い方（2021年5月21日収録）

https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html
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出願時に申立てを提出する場合：例
RO/IBへePCT出願をするケース
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出願時に申立てを提出する場合：新規
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出願時に申立てを提出する場合：新規
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出願時に申立てを提出する場合：既存
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出願後に申立てを提出する場合：例
RO/JP又はRO/IB出願後にアップロード



PCT Webinar Series-3

04-08-2021, 17

The International 

Patent System

出願後に申立てを提出する場合：例
RO/JP又はRO/IB出願後にアップロード
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出願後に申立てを提出する場合：例
RO/JP又はRO/IB出願後にePCTアクション



PCT Webinar Series-3

04-08-2021, 19

The International 

Patent System

出願後に申立てを提出する場合：例
RO/JP又はRO/IB出願後にePCTアクション
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出願後に申立てを提出する場合：
アクション（テキスト・イメージ署名）
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出願後に申立てを提出する場合：
アクション（外部の署名）

外部の署名の詳細は以下のURLを参照（英語）

https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?T=EN&UG=4&N=992&timeoffsetcookie=1

https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?T=EN&UG=4&N=992&timeoffsetcookie=1
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申立ての追加又は補充(規則26の3)

■ 提出先: 国際事務局

■ 期限:優先日から16ヶ月
(期限後の猶予期間: 国際公開の技術的準備が完了する前に
国際事務局に申立てが受理された場合)

■ 申立てに欠陥があった場合、受理官庁又は国際事務局は
出願人に申立ての補充を求めることができる

■ 申立ての取下げに関する規定は設けられていない



PCT Webinar Series-3

04-08-2021, 23

The International 

Patent System

申立ての公開

■ 公開された国際出願の表紙（フロントページ）に記載される

■ 申立て全文は国際出願の一部として、パテントスコープ上で
公開される
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その他の注意事項

 国内様式は標準文言に従っていないので、国際段階の申立ての
ために、国内様式を使ってはいけない (例えば、発明者である旨
の申立て/委任状を組み合わせたもの) 

 申立てが国際出願日以降に提出された場合、追加ページ分の
手数料は要求されない

 欠陥のある申立てが国際段階の間に補充されなかった場合

 国際事務局による申立ての処理手続には影響なし

 指定/選択官庁は欠陥のある申立てを受け入れる可能性も
ある

 申立てを指定/選択官庁に対して直接提出することも可能
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国内段階における効果 (1)

■指定/選択官庁が定める特定の要件が具備されたことになる

例:

発明者の宣誓又は宣言に関する要件 (米国)

譲渡証書に関する要件

■条件:

所定の期間内に、正式に、正確に提出されたこと

指定/選択官庁が、当該申立ての真実性に合理的な疑義を
有さないこと



PCT Webinar Series-3

04-08-2021, 26

The International 

Patent System

国内段階における効果 (2)

■指定/選択官庁により、追加の証拠提出を求められた場合

現地代理人に相談し、当該官庁により当該申立てが
認められなかったかどうか確認する

可能であれば、追加の証拠提出が本当に必要か（指定/選択
官庁の指令）を検討する

国際事務局に相談する

（参考）PCT出願人の手引きー「国内段階の概要」5.003から5.005

それぞれの指定官庁の「国内段階」-国内編（概要）-

「国内官庁の特別要件（PCT規則51の2）」
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クイズの解答
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質疑応答
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PCT関連情報
■PCT制度に関する一般的なご質問

 PCTインフォメーションサービス (Infoline):

Tel:  +41 22 338 83 38 

E-mail:  pct.infoline@wipo.int

■ ePCTに関するご質問
 PCT電子サービス (eServices) ヘルプデスク:

Tel:  +41 22 338 95 23

E-mail:  pct.eservices@wipo.int

■ WIPOが発行するニュースレターの配信登録
https://www.wipo.int/newsletters/ja

■ PCTウェビナー
https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars
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ご清聴ありがとうございました

アンケートに
ご協力を
お願いいたします


